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第１１回農林水産省政策評価会 議事録

開催日時：平成１４年１１月１９日（火） 午前１０時～１２時

開催場所：農林水産省第一特別会議室

出 席 者： 委員）高橋委員（座長 、秋岡委員、大木委員、尾野村委員、田中委員、（ ）

守屋委員

当省 大臣官房企画評価課長 生産局生産振興推進室長 農林水産政策研究所評（ ） 、 、

価･食料政策部長ほか

１．開会

（高橋座長）

ただいまから、第11回農林水産省政策評価会を開催します。

２．資料説明・意見交換

（高橋座長）

本日は、前回に引き続いて、実績評価に当たっての政策の体系化、いわゆる政策ツリー

の問題について、各委員から意見をいただくことにしております。関係資料については委

員の皆さんに事前に送付されておりますが、まず事務局より、前回評価会を踏まえた論点

整理について説明をいただきます。続いて、農林水産政策研究所の政策ツリーに関する試

案についても、それを踏まえた形で修正したものが提出されておりますので、その説明を

受けた上で、委員の皆さんから意見をいただくことにしたいと思います。

それでは、企画評価課よりお願いします。

（企画評価課牧元調査官）

それでは お手元の資料１をごらんいただきたいと思います 政策の体系化 いわゆる、 。「 （

「政策ツリー ）に関する論点整理（案 」ということで、これは前回の御議論を整理させ」 ）

ていただいたものでございます。

中身でございますけれども、１番と２番、ここは経緯等でございますが、現在の政策評

価システムにつきましては、基本計画等の進捗状況等を実績評価方式により検証するとい

うことで、定量的に政策効果を把握することにより評価を実施しているところでございま

す。しかしながら、現行のシステムにおきましては、各分野間、また各目標間の関連が明

示されていない等の問題がございまして、農林水産政策全体の成果がとらえ切れていない

というような問題点、そして、その上位に位置する目標の達成状況に照らしまして、真に

必要とされる政策か否かを検証・評価すべきという御指摘をかねてからこの評価会でいた

だいているところでございます。

３番でございますけれども、このような経緯を受けまして、前回、10月４日の政策評価

会におきまして、この政策ツリーの問題について御議論いただいたところでございます。

前回の主要な論点というものを整理いたしますと、次のように整理できるのではないかと

いうことでございます。

まず第１点目でございますけれども、政策ツリーの構築についてでございます。これに
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つきましては、まず①でございますけれども、特に透明性の観点、政策全体の意図や評価

の結果をわかりやすく説明する。そういうことによりまして、透明性が一層高まる、国民

の声をより的確に行政に反映することができるようになるのではないかという御意見があ

ったところであります。

、 、 、 。また ②でございますけれども 政策分野間 目標間の関連や位置づけが明確化される

それによりまして、施策の有効性の検証でございますとか、政策分野、目標間での優先づ

けが可能となるということでございまして、部局間の連携を確認しつつ効率的な政策運営

も図られるようになるのではないか。

こういうような観点から、政策ツリーの構築につきましては、政策評価の目的に合致す

るものであり、また、政策のマネジメントサイクルを確立する上でも有効な手法であると

いうことから、政策ツリーの構築を推進すべきではないかという御意見ではなかったかと

思っているところでございます。

また、２点目として、政策ツリーの内容でございますけれども、政策ツリーにつきまし

ては、基本計画の理念に即しまして、上位目標を設定して、その評価に必要な下位目標を

設定するということで、演繹的に目標の階層化を図るということでございまして、政策の

大目標、中目標を設定いたしますとともに、現行の政策分野、政策手段との関係を示すこ

とにより評価を行うことを目指すべきではないかという御意見があったところでありま

す。

また３点目でございますけれども、食料・農業・農村基本計画との関係でございます。

ツリーの構築の基本となります現行基本計画につきましては、①として、食料自給率を頂

点とする政策体系がとられているところですけれども、施策相互の関係が明らかになって

いない。また、②として、食の安全・安心の確保に係る問題等、情勢の変化を踏まえた政

策課題の積極的な取り組みを図る必要があること、等々の問題があることに留意する必要

があるのではないかといった御意見があったところでございます。

以上、前回の御議論として、このような論点があるのではないかという整理でございま

す。

（高橋座長）

それでは、引き続いて政策研究所の吉田部長からお願いします。

（吉田農林水産政策研究所部長）

農林水産政策研究所、吉田でございます。

前回、我々の政策トゥリー、体系化の試案を提示させていただきましたが、今回までの

間、各目標の成果指標になるようなものは一体何かと、具体的な政策として何があるかと

いうことをいろいろ検討させていただきまして、前回提示したものを若干修正させていた

だくということから始めたいと思います。

資料２をごらんください。資料２の１ページに記述しておりますが、２ページ目をめく

っていただくと、前回提示したものと今回のものと違いがわかるように整理してございま

す。まず第１番目でございますが 「食の安全・安心の確保 。これはそのまま同じ名前で、 」

中目標を設定しておりましたが、具体的な成果指標等を検討いたしますと、後でも説明い
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たしますが、安全の確保、つまり消費者の健康不安を起こすようなものと、健康には影響

はないけれども虚偽表示等で消費者に不利益をもたらすもの、これは一応成果指標は違う

だろうということで、ここは中目標を２つに分けてございます。アンダーラインの部分、

①、②でございます。以下、番号がずれております。

それから大目標の２番 「農業の持続的発展・食品産業の健全な発展 。こういう並列的、 」

な、いわば自給率の分子に相当すると我々が考えている部分につきまして中目標を並べて

おったわけでございますけれども、食品産業についての具体的な政策を少し検討いたしま

したところ、ほぼ施設整備による生産性の向上と技術の開発普及、この２つに集約される

のではないかということであります。

そのままでもよろしいのですが、具体的な施策もしくは対象が、農業と食品産業につき

ましては大分違うということがございまして、⑥の「施設等の整備による生産性の向上」

につきましては、農業についての部分と食品産業についての部分を一応分けるということ

で、小目標をつくるということにいたしました。

それから⑩「農業技術の開発・普及」でございます。これにつきましても、農業につい

ての技術開発と食品産業の技術開発は一応分けるということにいたしました。

それから、これに関連いたしまして、フードシステムに関する目標という考え方もあろ

うかと思いますけれども、高橋座長は、前フードシステム学会会長でございますし、私も

学会員でございますが、フードシステムという言葉につきましては、単に食品産業だけを

考えるということではなくて、生産から加工、流通、それから外食等のサービス産業、そ

れから場合によっては経済主体としての消費、こういったものまで幅広く、しかも、ばら

ばらではなくて統一的に考えるということでありますので、今回は、使いたい気はもちろ

んあるのでございますが、フードシステムという言葉は必ずしもそぐわないかなというこ

とで使っておりません。

それから大目標の３番でございますが 農村地域の振興 でございます 前回 基本計、「 」 。 、

画との対応等を検討し、中目標を４つ立てておりました。しかしながら、都市農村交流に

つきましては、いわば農村経済活性化の一手法でありますので、また、都市農村交流につ

きまして、成果指標等をいろいろ検討した結果、全農村共通にとれるような成果指標とい

うのは都市農村交流に関してなかなかとりにくいということもあり、前者の農村経済活性

化の一手法であるというところが大きな理由でございますが 中目標としては 農村経済、 、「

の活性化」の中に統合してはどうかということでございます。

それからもう一つ 農村地域の福祉の向上 というのを中目標として掲げておりました、「 」

けれども、これにつきましても、当省の政策との関係、つまり、具体的にここに政策が並

ぶのだろうかというところが１つございます。それと、農村まで含めての成果指標という

のがなかなかとりにくい部分がございまして、これは当初の政策との関係で、生活環境を

整備して、それによって農村地域の暮らしやすさを改善していく。これが当初の政策の、

農村生活に関する基本的なスタンスではないかということで 農村地域の福祉の向上 も、「 」

「 」 。農村地域の生活環境の向上 というところに統合してはどうかということでございます

大目標の４番、５番につきましては一切変えておりませんので、このような体系で以後

のところを考えていくということでございます。

この体系で、現行基本計画との関係がどうなっているかということが参考１に整理して
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ございます。前回のものと大きく違いますのは、一番上の「食の安全・安心の確保」のと

ころに２つの中目標がぶら下がったということで、現行基本計画では「食料消費に関する

施策の充実」というところに入っていたものを外へ大きく引っ張り出したということでご

ざいます。

それから食品産業に関しましては、安定供給の中に入っていたものを農業と並列的に並

べ、施設整備等の生産性の向上、それから技術の開発・普及のところに農業と食品産業を

並べるという格好になっております。

それから農村地域に関しましては、現行基本計画では３本立てになっておりますが、こ

れを２本に統合する。つまり、経済活性化と生活環境に関する部分というふうに２本立て

にするという整理でございます。

以上のような体系化についての前回の修正点を踏まえまして、具体的な各項目ごとの成

果指標について検討したものが次の資料２の３ページでございます。

これにつきましては、私が統計分析を専門にしている者でございますので、いろいろな

統計、他省のものも含めて結構知っているつもりではありますが、探してみると意外にぴ

ったり来るものがない。特に、ニーズはあるけれども、今までほとんど調べられていなか

ったとか、食の安全などはそもそも最近出てきた概念でございますのでなかなかないとい

うことで、結構いろいろなところをみながら苦労して並べたものでございます。

参考２の方に整理してありますが、ここに示したものはあくまで例示、つまり、政策等

の目的を検討するとこういうものが欲しいのではないかというものです。実際とれるかと

れないかというところにつきましては、かなり問題点があるということで整理させていた

だいております。

細かい表が参考２の方にありますが、まず最初に、後ろから２枚目のロジックフローで

２つほど整理したものがございますので、ごらんください。今回新たに提示しました大目

、「 」 、 、標 食の安全・安心 の確保に関する成果指標 これはどんな感じになるかということで

作文でなく、フローで提示したものでございます。

安全の確保につきましては、必要なことというのは、まず「食品事故の防止」でござい

ます したがいまして 食品事故の防止 を通じて 中目標 食の安全の確保 が図られ。 、「 」 、 「 」

るのではないかということでございます 具体的な成果指標として 食の安全の確保 に。 、「 」

関する成果指標が下に並べてあります。これはあくまで例示でございますが、食品事故に

よる消費者被害額、これは既存統計はございません。この種のものにつきましては、私ど

もの省ではないのですが、例えば公害等による住民の被害額の推定等は幾つか研究レベル

ではございますが、当然、定常的にとられている統計というのはございません。

問題点といたしまして、本来、食の安全の確保であれば、消費者被害を発生させないこ

とを前提とする。したがって被害額ゼロが本来目標になるべきでありますが、ただ、いろ

いろ状況はありますが、我々が知らなかったようなもの、役所としても、政府としてもわ

からなかったような未知の危害というのは全く可能性ないとはいえないわけでございまし

て、とりあえず推定された消費者被害額の最小化を目標にするのかなというようなことで

ございます。これは既存統計につきましてはございませんので、いろいろ今後検討してい

く必要があるのかなと思っております。

それから安心の確保でございます。右側でございますが、これは言ってみれば食品の虚
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偽表示による消費者不利益の防止でございます。これにつきましては、中目標「食の安心

の確保」ということで、下に成果指標の例を載せてございます。虚偽表示による消費者不

利益額、これも既存データがなく、事故が起こったときにいろいろ対応しているというこ

とで、なかなか推定は困難でありますが、法令等の違反摘発件数データというのはござい

ます。最近、食の安全・安心が議論になるわけでございまして、今日もニュースで公取の

虚偽表示摘発件数等が最高になったということを報道しておりましたけれども、そういう

違反摘発件数は１つ手がかりになるような成果指標かなと思っております。

問題点として、こういう違反摘発件数が大きい方がいいか小さい方がいいか、これはな

かなか自明ではございません。本来小さい方がいいはずでありますが、今は大きい方がよ

く調べたということになっているということでございます。

もう一つ、ロジックで整理したものがございますので、ごらんください。これは、大目

標 農村地域の振興 に関する成果指標の設定でございます 前回 中目標を４つ置いて、「 」 。 、

おいたのですが、今回は２つに整理して、どういうロジックであるかということでござい

ます。要すれば、農村地域でたくさんの人が安心して快適に生活できるということが目標

でございますので １つは経済面で 雇用の確保・増大 これが必要であろう そのため、 「 」、 。

には就業機会が増えなければいけない。これは若干同義反復的な部分もありますが、その

ためには農村経済の活性化が図られなければいけないというロジックになろうかと思いま

す。

成果指標の例として、国のＧＤＰに相当する地域の総生産という概念がございます。こ

れはあまり知られている統計ではございませんが、国の国民経済計算を受けて、都道府県

で県民経済計算というのを作成いたします。さらにその幾つかの県では、今では大部分の

県でつくっているのですが、市町村単位の経済計算というのが作成されておりまして、こ

れがあると、市町村の総合的な経済活動が把握できるということになろうかと思っており

ます。もしこれがそろわないとすると、１次産業の代表としての農業の算出額、これは市

町村単位に整理されております。あるいは工業製品出荷額、小売業年間販売額といったと

ころが経済活動の代表的な指標になるのかなと思います。若干データは遅いですが、そろ

うことはそろうということでございます。

問題点は今説明したとおりでございますが、市町村民経済計算未作成の県が若干ござい

ますし、データがそろう時期が若干遅いというようなことがあります。

ここで申し上げたいのは、２番の（３）でございまして、要するに、農村経済活性化の

ために農業だけの指標をみていては全体がわからない部分も少なくない。つまり、農業の

ウェイトがかなり高い市町村におきましても、農業自体の占めるシェアは最大で２～３割

程度しかないのではないかということがございますので、市町村全体の経済活動をみるこ

とが必要かなということでございます。

それから生活面でございますが 農村地域の振興 から出てきてやることとしては 快、「 」 、「

適な地域社会の形成 「居住性の向上 「良好な景観の形成」といったような手段を必要と」 」

するだろうと思います。中目標として「農村の生活環境の向上」でございます。これは成

果指標の例が下の枠の中に入れてありますが、生活のインフラの指標が最もふさわしいと

思います。下水道整備等の比率が本当はいいのかもしれませんが、既存統計で全市町村を

網羅するこういったハードのインフラ整備状況を調べた統計というのはなかなかないとい
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。 、 、 、うこと それから 我々研究サイドでは結構はやっているのですが 景観を評価する指標

こういったものを何らかの形で活用していくことによって、生活環境指標の成果指標にな

り得るのではないかということでございます。

戻っていただきまして、参考２の細かい表でございますが、これは先ほど提示いたしま

した中目標単位に、成果指標の考え方と例示、それの問題点を整理したもので、今、①、

②、それから最後の方の農村経済活性化について御説明しました。これを全部説明してい

くと少々細かくなりますので、幾つかポイントを絞って説明したいと思います。

⑥ 施設等の整備による生産性の向上 ここは 指標の考え方と例示 というところに「 」、 「 」

結構細かく書いてありますが、この種の施策の基本的な目的は、生産者個人ではなかなか

整備ができない大型の固定資本、農業機械、あるいは集出荷施設、カントリーエレベータ

ー等々のものを補助金によって整備して、農業、場合によっては食品産業の生産性を向上

させるということであります。

したがいまして、整備される資本というのは、民間所有といえども、基本的には社会資

本であり、土地基盤整備で整備される農地等と同じ考え方ということでありまして、施策

によって増加する固定資本によって、生産性がどのぐらい上がったか、若干数式を書いて

おりますが、こういったものを明らかにするものが本来この中目標の成果指標としてとら

れるべきかなと思っております。

、 、 、ただ 現在 過去の施策によって整備されてきた施設等の統計データがそろっていない

また、それがどのぐらい使われているか、稼動状況等に関する統計もないというようなこ

とがあり、なかなか難しいのでありますが、統計の整備を待ってこういうものを整理して

いくことが必要かなと考えております。

現実的にこの中目標に対する成果指標としては、実はこれはいわゆるハコモノ事業的な

、 、 、 、ものがほとんどでございますので それぞれ事業実施前に 事前評価としてB／C つまり

費用便益分析の指標をつくることを今ほとんどすべての事業でやっておりますので、こう

いった指標を積み上げるというやり方もあろうかと思っております。

それからもう一つ、⑦「担い手の確保」のところを若干御説明したいと思います。要す

るに、いわゆる生産に寄与する労働力を確保するための施策であろうと思うのであります

が、単に数だけというわけにもいかない。他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得

を確保するような農業経営、こういったものを確保するための政策ではないかということ

で、主業農家、あるいは認定農業者のうち一定の所得以上の農業経営体等を指標にするの

かなと考えております。これにつきましては、単に既存の統計の公表の早期化が必要とい

、 。 、うだけではなく ある種の推定をして求めていくことが必要かなと思っております 以下

細かいところになりますので、参考２の説明は省略させていただきます。

それで、最後の参考３でございます。今回の試案全体がそうですが、これはあくまで私

どもが研究として行ったということで御理解いただきたいのですが、我々が今回提示した

大目標と中目標のもとに、現在、先生方に評価いただいている政策評価の政策分野をこの

目標の下にぶら下げてみたらどういうことになるかということで、とりあえず試案でござ

いますが、割りつけてみたものでございます。

先生方もよくご存じのとおり、各政策分野には実にいろいろな手段が入っております。

単に法律による規制だけではなく、あるいはその分野に補助金による施設整備が入ってい



- 7 -

たり、公共事業が入っていたり、いろいろあります。それをすべて満たすように張りつけ

ることは不可能でございますので、その中の何が主要な施策かということに着目し、その

主要な施策がどこに該当するかということで割りつけをしてございます。注目した施策に

ついては、その施策が、手法として法律による規制なのか、補助事業なのか、あるいは広

報活動なのか、またそれぞれの対象は何か。つまり、広く国民一般であるか、生産者であ

るか、消費者であるかといったことで整理してみたものでございます。

まず「食の安全の確保」の部分でございますが、当然、食品安全性についての部分はこ

、 、 、 。こに入りますが 品質確保対策という部分については 本来 ②に入るのかもしれません

それから「飼料対策 「植物防疫対策 「家畜衛生対策 「生産資材対策 、これはそれぞ」 」 」 」

れの分野の中にいろいろな補助事業も入っておりますが、我々としては、その分野のメイ

ンは法律による安全性確保のための規制ではないかということで、ここに整理させていた

だきました。

それから 食品等の表示・規格制度 これはＪＡＳ法をイメージしているのですが 食「 」、 、「

の安心の確保」のための対策であろうということであります。

それから「食料の安定供給 、大目標１番の中の中目標２つ 「食育・食生活の改善」で」 、

ございますが、これについては１番と45番、食生活と米の消費、これはほぼ御議論のない

ところであろうと思っております。

それから 輸入の安定確保 これは実は個別品目のところに備蓄等の政策 対策が入っ「 」、 、

ているので、現在の分野でいうと７番の国際協力しか該当しないのかなと思っておりま。

それから生産に関しては 「優良農用地の確保 、ここは土地に関する部分が並ぶという、 」

ことでございます。

「 」、 、「 」それから 施設等の整備による生産性の向上 これは要するに 農業の生産性の向上

の部分に品目別の対策が並ぶのかなと考えております。

「 」。 、食品産業については 食品流通対策 これは主として卸売市場の整備を主要施策と考え

ここに整理したものでございます。

それから「担い手の確保」につきましては、ここにありますように、たくさんの施策が

並びます。基本的に生産者に対する補助事業というものになろうかと思います。

それから「経営の安定」につきましては、ここに農業協同組合、災害等の施策が並ぶと

いうことでございます。

それから 需給調整・価格安定 これも私どもの省のかなり重要な政策の柱になる部分「 」、

でありますが、品目別対策の部分がここにかなりたくさん並びます。

それで、この⑨の「需給調整・価格安定」と前のページの「施設等の整備による生産性

の向上 の 農業の生産性の向上 この振り分けにつきましては 基本的に生産対策とい」 「 」、 、

うのは前の方にもっていき 需給調整・価格安定 につきましては 生産を伸ばすための、「 」 、

政策も随分あるわけですけれども、需給調整の方にウェイトが高いと思われるものにつき

ましてこちらにもってきたということでございます。

それから「技術の開発・普及」につきましては、ここに並べたとおりでありまして、特

段の問題はないかなと思っております。

それから参考３の３ページでございますが 「農村地域の振興」につきましては 「農村、 、

経済の活性化」で41番、42番、それから⑫「農村地域の生活環境の向上」で40番、48番、
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この２つが並ぶことになろうかと思います。

それから「多面的機能の維持・発揮 、⑬「自然循環機能の維持・増進 、ここにつきま」 」

。 、「 」 。しては食品産業対策等が並ぶ 以下 地球環境保全対策 が並ぶということでございます

最後は行政の情報化と統計情報かなと思います。

具体的に張りつけしたイメージをもっていただいた上で、前のページに戻っていただき

まして、資料２の３ページをおあけください。あくまで研究というお断りをした上で、現

行の政策評価分野を我々の提示した中目標にぶら下げてみて、全般にわたる問題点をもう

一回整理してみたものでございます。

まず成果指標とアウトプット指標の関係でございますが、施策の効果を国民にわかりや

、 、すく説明するためには やはり成果指標は１つであることが望ましいわけでございますが

それが難しい場合には、サブ指標等を設定する。あるいは、数値による成果指標の設定が

困難な場合には、アウトプット指標、いわゆる政策活動を行った指標を用いて評価を行う

ことも考えてもいいのかなと思ってます。なかなか難しい成果指標もございます。サブ指

標やアウトプット指標を用いる場合、それはやはり成果指標との関係をロジック等で明確

に説明できるようにする必要があろうかと思っております。

こういったことをやる最大の目的は、国民にわかりやすく施策を説明するということで

ございますので、必要があれば、ロジック等のフローを追加して説明できるようにするこ

とが必要かなと思います。

それから２番でございますが、毎年度評価を本当に行う意味があるのかないのか、ここ

は少し議論があろうかと思います。食生活に関する施策のように、当然、１年単位で成果

を求められるのは厳しいものがございまして、こういったものにつきましては、必ずしも

毎年度評価を行う必要がないのではないか。基本計画の終了まで待って、それから評価を

してもいいのではないかということもあります。ただし、その場合でも、毎年度評価とし

ては、成果指標と施策の事前評価により有効性を検証した上で、アウトプット指標によっ

て行うということを検討する必要があろうかと思います。ただ、いわゆる効率性のことを

考えますと、アウトプット指標とインプットとの効率性についても評価することが必要か

と思っております。

それから 必要な統計情報の整備 これは必ずしも統計法に基づく統計というイメージ「 」。

ではなくて、今回、成果指標を検討してみますと、本来あっていいはずの統計がない部分

が随分あります。例示しましたのは、固定資本形成に関する現在価値の統計、あるいは農

村の生活環境等については十分な統計がございません。代替できる統計というのもいろい

ろあるのですけれども 探してみますと 帯に短し襷に長し で ぴったりくるものはな、 、「 」 、

かなかないということがあって、ニーズに合うような形での統計データの整備が必要かと

思っております。

特に、４ページでございますが、過去の施策によって整備されてきた固定資本、これが

現在の価格で評価して幾らぐらいになっているのか、稼動状況がどうなっているのか、こ

ういったものについては、少なくとも補助事業によって整備されてきたものについて、業

務統計として整備し、やはり補助金を配っている国としての説明責任を果たすことが必要

かなと思っております。

また、毎月公表される既存の統計について、政策評価にあわせてもう少し早くできるも
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のがないのか。これは内閣府などもＧＤＰ統計等の速報、速々報という形でいろいろやっ

ておりまして、時代の流れとしてそういうことがありますということは申し上げておきた

いと思います。

それから４番、これはかなり難しいのでありますが、要するに施策の効果を適切に評価

するためには、その施策を行わなかったらどうなっていたのかということを一応検討して

おく必要があるのではないかと思っております。

順序が逆になりましたが、この中目標と施策の対応につきましては、先の参考３で御説

明しましたが、各分野で、実は複数の目標をもっているものがかなりございます。具体例

を挙げますと、例えば飼料対策というのがありまして、これは飼料安全確保のための法律

による規制の部分、それから草地造成のための公共事業、それから飼料価格安定のための

配合飼料基金等による備蓄による効果、こういったものがたくさん入っております。これ

だけではありません。むしろ現在の政策分野の中で目標が１つに限定されるものは例外的

でありまして、そういった状態ですと、政策トゥリー作成のためにどこかの目標１つに割

りつけるということはなかなか難しいのですが、一方で「その際」と書いてありますが、

各施策はそれぞれただ一つの中目標に対応するものということで整理していかないとツリ

ー作成は難しいのかなと思っております。

注で書きましたが、ある政策を打ちますと、副作用、反作用的な効果も出てきます。そ

れを考えていると、なかなかこのトゥリーはできないということがございまして、ここは

あえて注をつけておきましたが、政策トゥリー作成のための必要条件というのは、各施策

の目的がユニークであって、提示された中目標のどこか１つにぶら下がり、２つにはぶら

下がらないということが必要かなと思っております。

以上、私どもの研究としての検討の結果をご報告させていただきました。

（高橋座長）

ありがとうございました。

後ほど各委員の皆さんに確認してほしいという事項が事務局から出されております。お

おむね意見の一致が得られるかどうかということですが、それをもう一度いいますと、資

料１については、政策ツリーの構築を推進することについての確認。それから資料２につ

いては３ページの、最後に説明がありましたⅢ「成果指標設定と問題点の再整理」という

ことについて、委員の皆さんの意見が概ね一致できるかどうかという問いがかけられてお

ります。したがいまして、先ほど吉田部長から試案は研究のために提示したというお話が

、 。 、ありましたが この部分については事務局から提案されたものということです それでは

資料１と２について御意見をいただきたいと思います。大きく５つの大目標、その他を含

めると６つの大きな政策目標、それから中政策目標については14それぞれに貼りついてい

ると。さらに小目標というか、具体的な政策課題が51。これは農業の分野だけでございま

すが、51がそれぞれの中目標についているというところでございます。いろいろ御意見を

いただきたいと思います。

（秋岡委員）

前にも触れたと思うのですけれども、今回の資料で、多分委員の皆さん同じ意見だと思
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いますが、ツリーとトゥリーと両方あって、何でそれが統一できないのかというのがわか

。 。 、らないんですね なぜできないのか 両方言い方があるというのはわかるんですけれども

一つの資料で、同じ国民に対して説明するもので、同じ概念で、何でツリーとトゥリーと

いう言い方がずっとあるのかというのが、それは一つの事柄をとても、このツリー、トゥ

リーの問題に限らず何か象徴しているような気がして、やはりすごくおかしいなあという

。 、 。感想があります あと幾つか 少し不勉強なところもあって教えていただきたいんですが

（企画評価課牧元調査官）

ツリーとトゥリーについて、象徴的ではないかというお話があったわけですけれども、

私どもの方はそこまで深く考えて使い分けしたわけではないわけでございます。吉田部長

からも研究の一環というお話があったところでありまして、最後の方で御説明しますけれ

ども、今後これをどう生かしていくのかということになるわけでありますが、最終的に政

策評価に反映して外向きに打ち出していくようなときには、当然そういったところの統一

というのは十分図っていきたいと考えております。

（高橋座長）

ぜひ日本語読みで書いてください。英語読みではなくて日本語読みで書いていただいた

方が国民にわかりやすいと思います。これは当然、最終段階では統一するということで、

ただ、今回資料を公表するときにはどうしますか。

（企画評価課牧元調査官）

申しわけございませんけれども、資料につきましては、ルールとして、会議に出したも

のはとにかくオープンにするというルールでございますので、そこはそのままで公表させ

ていただきたいと思います。

（秋岡委員）

事情はよくわかるんですけれども、このツリーということを話し合っているときに、多

分一番重要な用語について最後に調整するというのは、これは本来出発点であるはずなの

に、やっぱりなにかその辺がよくわからないという感じがします。

次に、少し不勉強なところの質問なんですけれども、資料２の２ページの中目標につい

て、項目の２番の「農業の持続的発展・食品産業の健全な発展」というところの、この食

品産業というのは、一般に私などがイメージしている○○食品とかいう大きな食品会社で

はなくて、農村の農協や生産者の人が食品産業にまで手を広げたときの食品産業というよ

うな、普通のものも含むんですよね。そうすると、少し考えると両者は別のもののような

気がするんですが、なぜそれを分けなくて１つなのかというのがよくわからないのです。

だんだん農業の分野にも市場原理のようなものを入れていくとか、将来的に株式会社的な

ものも入れていくことからすると、農業と食品産業とは別のものではなくて一体かもしれ

ないのですけれども、現実を考えたときに、どこまで規制を緩和していくかとか、消費者

に対してどういうところで良い食品産業と悪い食品産業が淘汰されていくかということを

考えると、一般的な農業と、今既にある大手メーカーも入れた食品産業とは、置かれてい
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る環境やレベル、国がどこまでかかわるべきか、どこまでは市場の手に委ねる、つまりだ

めなものをつくればその会社がつぶれるというところに任せるべきなのかということな

ど、違う点が多いような気がするので、これを１つにまとめてしまっていいのかという点

がよくわからないのです。

それからもう一つ教えていただきたいのが、横長の参考２の２枚目の「担い手の確保」

、「 」 、というところに 他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得 とあるんですけれども

これから日本は働き方も多様化してきますし、現実的に労働時間や平均的な年収などで、

他産業並みという言葉が本当に存在するのかという点がよくわからないので、そのイメー

ジを教えていただきたいのです。また農業者でも、農業大学校へ行く人と行かない人など

いろいろあって、例えばすごく教育投資をしている人間であれば、所得が人の何倍もあっ

ても当然だし、こういうところの目標値をどのように考えればいいのか、平均値で考えら

れるのかなというのがよくわからない点です。

それから最後に教えていただきたいのが、後ろから２枚目について、これも少し勘違い

しているかもしれないのですけど 雇用の確保・増大 就業機会の確保・増大 という、「 」、「 」

のがあります。これだけを読んでいると、農村で働きたいのに雇ってもらえない人が多い

ということが前提と読めるんですけれども、むしろ逆で、働いてほしいのに働いてくれる

人がいないという、後継者がいないとかそういうことの方が問題なので、何か雇用の機会

を増やすというのは現実と逆の問題設定になっているような気がするのですけれども、そ

の辺を教えてください。

（吉田農林水産政策研究所部長）

、 。 、まず食品産業ですが 食品産業という概念は全部の食品産業を含んでいます ですから

農村にあるような小さな加工場をイメージしているのではなくて、食品産業全部でありま

す。この資料２の２ページの体系図ですが、０番から始まって、１番と２番につきまして

は、自給率の分母、分子のイメージでもっておりまして、２番は要するに国内における農

業及び食品産業の生産の増加、付加価値の増加を意図しているものでありますので、こう

いう並べ方をしております。食品産業という概念定義としては、食品加工業、流通業、外

食産業、すべて含みます。

具体的な政策として何があるかということを私どもなりに検討した結果、我が省の食品

産業に関する重要な施策としては、施設整備による生産性向上のための施策と技術開発に

関する具体的な施策があるので、ここについてだけ、食品産業について農業と分けて例示

したということであります。農業については、土地の確保から施設整備、担い手、経営、

価格等、いろんな分野で我が省は政策を打っておりますが、食品産業について関与してい

る部分というのは農業に比べて非常に小さくて、この２つだろうということであります。

それから担い手の確保に関する指標の表現でありますが、これは多分、いわんとする意

味はおわかりいただけると思うので、表現だけの問題だろうと思うんです。かつて、製造

。 、業と比較生産性を毎年検討することが旧農業基本法で義務づけられておりました それで

製造業等の賃金と農業の純生産の比較検討というのは毎年白書で書いていたわけですけれ

ども、単年度ではなくて長い期間をみて、他産業並みといいますか、他産業とは何かとい

う概念もあるのですけれども、平均的な国民の就業時間と生涯所得に対応するような農業
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経営を確保する、というような趣旨でございます。

それから最後のロジックフローです。仕事はあっても働き手がいないのが現在の農村で

はないかという御指摘だろうと思うんですけれども、特に農業については、確かにそうい

う面はあるんですけれども、ただ、逆に若い人がどんどん農村から出ていってしまうとい

うのは、１つは就業機会が適切にないということと、農業だけではなかなか生活が厳しい

というようなことがあり、そういった農村地域を活性化するためのいろいろな政策を我が

方で打っているわけでございますので、経済活性化は就業機会、雇用の確保を通じて農村

地域の振興に結びつくと、こういうようなロジックでここはあくまで整理したものでござ

います。

（武本企画評価課長）

補足的に説明させていただきますと、恐らく秋岡委員の御関心は、実態として、農業と

食品産業とで適用されるルールといいましょうか、それが違うのに、一体として取り扱う

ことに違和感があるということなのだろうと思うのですね。それは確かにそうでありまし

て、結局この場合の、政策研で試案をつくっていただいた前提に規定されている問題だろ

うなと思います。

食料・農業・農村基本法というのがまず平成11年にできまして、基本法では４つの理念

を掲げているわけです すなわち 食料の安定供給 と 農業の持続的発展 と 農村地。 、「 」 「 」 「

」、 「 」 、域の振興 それから 多面的機能の維持・発揮 という４つの基本理念を実現するために

食料政策、農業政策、農村政策を展開するというのが基本法の考え方なのです。

その基本法を受けた基本計画を平成12年につくって、10年間を見通した当面５年間の計

画なのですけれども、その基本計画でその４つの理念に見合う政策をどういうふうに配置

するかということが書いてある。それが並列に書いてあるものだから、政策評価の際に使

い勝手が悪いねということがそもそもの問題意識だったんですけれども、今の基本計画上

の位置づけでは、食料の安定供給の中に食品産業が入っておりまして、それはそれで一つ

の考え方なんですけれども、それを今回はなるべく、体系化といいましょうか、わかりや

すくするためにどう柱を立てていくかということで、基本法上唯一の数値目標として自給

率というものが立っていて、自給率というのは、分母が国民の消費量で分子が供給量にな

りますから、まずそういう柱の立て方をしたらどうかということであります。

そうすると、分母の方が１の「食料の安定供給」に入ってくる。分子の方が、国内生産

は農業の関係になりますから、これは４つの理念の農業の持続的発展でそのままフィット

するんですが、食生活そのものが多様化して食品産業が大きな位置づけを与えられてくる

と、その食品産業というのは分母の方ではなくて、分母もあるんですけれども、むしろ自

覚的に分子の世界でとらえるべきではないかというのがここでの整理の仕方なのです。

それで、考え方としては、本当は農業と食品産業を包括するような概念がありますと、

そこで１本立てて、その下に農業の部分と食品産業で分けられるんですけれども、そうい

う意味では、フードシステムという考え方はそういうトータルの概念としてあることはあ

るんですけれども、なかなか役所の言葉としてまだ定着してないこともございますので、

便宜的に、ここは並列でつないでしまっているということになります。ですから、そうい

う整理でここはやっているということでございます。
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あともう一つ 他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得を確保し得るような農業、「

経営」という話は、歴史的経緯としましては、旧農業基本法の他産業従事者並みの生活の

均衡というところ以来、農業政策の一つの考え方なんですけれども、今の食料・農業・農

村基本法の中に、将来の農業の担い手として「効率的かつ安定的農業経営」というキーワ

ードがあります。これは法律上は別に何も書いてないんですけれども、その部分を基本計

画では ここに書いてあるように 他産業並みの労働時間で他産業並みの生涯所得を確保、 、「

し得る」そういう農業経営を、法律でいう「効率的かつ安定的な農業経営」であると定義

している関係がございまして、ここにはそれを使っているということです。御指摘のよう

に、他産業並みの労働者時間や生涯所得ということが、実態上、多様な就業形態だとか、

かなり幅のある所得状況からすると、政策の一つの考え方としてこういう定義をとること

がいいか悪いかというその当否の問題はあり得ると思いますけれども、ここで整理してい

るのは、一応今の基本法、基本計画を前提として政策の体系化を行おうとするとどうなの

かということでございまして、そもそも論としては、秋岡委員の御提起された問題、それ

がいいのか悪いのかという問題は当然あるのではないかなと思います。

（秋岡委員）

趣旨はよくわかりましたけど、ただ、そうすると、いつも農業はほかの産業より遅れて

いるという前提が意識としてあるということですね。

（高橋座長）

最初の秋岡委員の意見について 参考３の２ページ 担い手の確保 の中の37番に 農、 、「 」 「

業経営に関する体系的・総合的対策の推進」ということがございます。秋岡委員の言われ

、 、 、たのは 産業として確立する食品産業と 農家あるいは農家グループがやる地場農産加工

これを一緒の施策にしたのではだめじゃないのかというニュアンスがあったと思います

が、地場農産加工はこの経営政策の中に入ってくるのであって、食品産業政策それ自体は

総合食料局の施策だというふうに分けていると思うのです。

それでは、委員の方、また御意見、御質問を。

（尾野村委員）

今の秋岡委員の意見と重複するところから始めたいと思うのですが、説明されているこ

とはよくわかるんですが、やはり国民レベルといいますか、一般の方にわかってほしいと

いうことになると、今の他産業並みの、というところは多分説得力がなくなってきている

のではないかなと思います。

それは、他産業の平均所得そのものが非常に格差がついてきています。したがって、銀

行に行っている人と単純労働をやっている人などによって、今までは日本というのは非常

に均衡というか、中間に固まっていたんですけれども、恐らく欧米のように格差が広がっ

てくると思います。それと同様に農業の方も、既に酪農、花き、野菜などの分野では、も

うサラリーマンの所得よりも高額な、年収でいくと2,000万円、3,000万円の農家もそんな

に例外ではないという状況になってきていると思うんです。

したがって、農業基本法を前提とすればこういったことになるんですよと言われると、
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その枠で我々もついていかなくてはいけないのかなということは考えるんですが、多分、

説得力はないのではないかとどうしても危惧します。

（高橋座長）

まことに申しわけないですが、それはここで審議することじゃなくて、既にもう決まっ

ていることですから。基本計画の中でうたわれていると。それをどう実現するか、その実

現することの方策が正しいかどうかをここで評価するわけです。

（尾野村委員）

わかりました。

それから、政策ツリーのところで、０番と１番はやはり１つになるべきではないか。こ

こに来て食の安全・安心ということが、ＢＳＥによって脚光を浴びたためにクローズアッ

プされているんですが、長い、例えば５年、10年のタームで考えたときには、これは１つ

で 考え方としては 食料の安定供給 の食料という意味の中には 信頼できる食料とい、 、「 」 、

うものが当然含まれていると私は理解しているので、０番と１番というのは何も分けなく

ても、これは１つにすべきではないのかなと感じました。

それと、これを全体としてみてみますと、０番、１番のところが消費者サイド、２番の

ところが供給サイドで、３番、４番というのが農村というような、そういった概念のよう

にイメージとして受けるんですけれども、果たしてそれでいいのかなということを思って

います。といいますのは、消費者に軸足を置くという精神は農業政策全般にかかわってく

るはずなので、分け方については、これはこれでいいのですが、評価の目的というか、こ

の２番のところも消費者サイドに立って評価し得る、そういう精神をにじませた、意味合

いを持たせたツリーにしてほしい。そうでないと、相変わらず農水省というのは生産者の

ための予算をここにたくさんぶら下げて、ここの政策を一生懸命やりたいんだなあという

感じになってしまうのではないかと思っています。

それと 少し小さな話なんですが 食の安心 という項目に関してなんですが 今回の、 、「 」 、

ＢＳＥのところでやはり評価しなければいけない政策として、これは当初の予算には多分

含まれてないし想定してないんでしょうけれども、やはり危機管理というもの、毎年毎年

何らかの形で食料供給に対して危機というものは起こるわけですから、何もＢＳＥだけで

はなくて、口蹄疫とか、大量食中毒とか、いろんな問題が起こってくるわけで、その危機

管理がうまく機能しているのかどうかという、そういった評価の項目がやはり必要ではな

いのかなということ また 輸入の安定確保 というところで 国民の 消費者 生産者。 、「 」 、 、 、

双方の大きな関心事項として、緊急輸入制限という問題もあると思うんです。これも輸入

制限というそのものが果たしてうまく国民経済の中で機能を発揮できて、それが評価され

るべきなのか、それとも偏ってしまっていたのかという、やはりそういった評価の仕方と

いうのはあってしかるべきではないかなと私は思いました。

（大木委員）

今、尾野村委員が食の安全と安心のところで、０番と１番に分けなくてもよいのではな

いかという御意見だったと思うんですけれども、今回の試案の変更点として、中目標のと
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ころで食の安全と安心確保というのが今まで並列だった、それを今回分けましたというこ

と、これは私は、安全と安心というのは違うと思いますので、この分け方には賛成という

か、同感です。だから、そこは尾野村委員と少し違うところです。

（尾野村委員）

いえ、僕もそこを分けるのはいいと思います。私が言ったのは０番と１番です。

（大木委員）

この分け方についても、分けることについて同感ですということです。

（高橋座長）

０番と１番ですか。

（大木委員）

はい ただ 食の安心の確保 というところの指標の考え方なんですけど ここに関し。 、「 」 、

、 、 。 、 、ては この内容が少しというか 納得できないと思っております というのが そもそも

安心というものはＢＳＥのことから始まると思うんですけれども、これが日本に上陸した

ことが防げなかった、その後も政策が後手後手というか、とても信頼できないものになっ

てきてしまった、くるくる変わってきたということがあって、今まで私たち消費者が信頼

してきたことが信頼できなくなってきてしまったということがあります。

その政策の過ちによって、企業に対しても監視が不十分ではないかということもありま

すが、そのことに関しては何もここでは触れていないんですね。企業を対象にしています

から、企業はこうすべきだ、ああすべきだということはきりがないと思うんですね。そう

ではなくて、目標、指標として、農水省がこれから一切批判を受けるような行動をしない

というところも、やはりここにはあった方がよいと思います。そういう感じで、私どもか

らみると企業だけ責めているように思えるんです。企業が悪い悪い悪いというふうに。そ

うではなくて、その上にあった政策はどうだったんだろうということがこれではみえてこ

ないので、そういうことにも少し触れた指標が入ってもいいと私は思いました。

（高橋座長）

あわせて、どうしても０番でなくてはいけないですかね。１番からスタートできないも

のかな。

（田中委員）

たくさん申し上げることはあるんですが、１、２点だけ申し上げたいと思います。

資料１でこのように整理していただいたことは非常に的確な表現で、また的確なまとめ

方であると思います。問題は、こういう考え方のもとでどのように現実にツリーをつくっ

ていくかということになるわけです。吉田部長が御説明になったこと、大きな問題から細

、 「 」かい問題までたくさんありますが その中で特に３ページにある 必要な統計情報の整備

などは、ツリーという考え方で整理されて初めて出てきた問題だと思うのです。
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今までは担当者が熱心に勉強して、こういう統計も要るんじゃないか、ああいう統計も

要るんじゃないかということでやってきたと思うんですけれども、今回のこれは、ツリー

というものを考えて初めてこういう、どこが欠けているかという問題が出てきた。演繹的

に大目標、中目標とつくってみたツリー自体は、先程の話のように、これからまだ検討し

ていかなければいけませんけれども、その過程でこういうことが出てきたということは私

は高く評価すべきことだと思っています。

、 、それから尾野村委員が言及された 農業生産に重点を置いているのではという考え方も

こうやって整理して初めて問題が摘出されたわけで、木をつくってみたら、この木が随分

歪んでいるということがわかってくるということかもしれません。これを、まっすぐな木

にする、または今まで右に傾いていたのを左の方にもう少し政策をもっていくなどという

ことも、このツリーという考え方が出てきたおかげでよくわかるようになったということ

かもしれないと思います。

ですから、これから、ツリーの大、中、小目標、あるいは各政策、手段をどのように設

定していくか。そのときに、吉田部長がいわれたように、今までの政策というのはいろい

ろな目的をもっているわけですけれども、どういう整理をしていくか。中目標を一つの目

標にするのか、どうするのか。あの枝からは赤い花が咲くけれども、こちらの枝からも赤

い花が咲いてもいいではないかということなどをどう整理していくかという問題もありま

すが、私はこの資料１についてはそういう意味で大いに賛成であります。

、 、 、さてそこで 試案だという参考３がわかりやすいので言いますけれども 先程から０番

１番という、私も０から始める必要はないと思うんですが、安全と安心、これを分けるの

、 、「 」はそれはそれでいいんですけれども 大木委員がおっしゃったように 食の安心の確保

というのは本当にこれだけなのかどうなのかというのが、ちょっとわかりません。

ＢＳＥの問題があり、その後も、食肉保管・処分事業などのいろいろな問題があるとき

に、安全もさることながら、安心というものが非常にウェイトを持っていて、あのような

政策になったのではないかと思うのですが、そうした場合に、このところをどのように書

くのかなというのが１つ。

それから１番をみたときに、例えば大目標の「食料の安定供給」について、ここにある

③と④だけなのかという点も私は少し疑問に思うのです 食料の安定供給 という大目標。「 」

の中で、ここにある「食育・食生活の改善」と「輸入の安定確保」が本当に中項目でしょ

うかということはもう一回考えてみる必要があるんだろうと思います。

それから、これは武本課長が説明されましたけれども、２のところをみたときに、農業

の持続的発展と食品産業の健全な発展との並びというのは非常に表現に違和感を持つので

す。なぜこれが１つに入っているのかという。確かにこれを２つ統合した概念の言葉があ

ればよろしいと思うんですが、食品産業については、やはり農水省が各省とのデマケーシ

ョンを主張するためにどうしても表に出さなくてはいけないのかなということさえも考え

たんですけれども、そこまで主張しなくても、もう少し考えようがありそうなものだと思

います。

ただ、安定供給と持続的発展というのを分けるのがなかなか難しいなと。私もまだいい

知恵がないので考えてみなくてはいけないのですが、ただ、農業の持続的発展と食品産業

の健全な発展を対等な形で書くことが国民にわかりやすい表現なのかどうなのかはよくわ
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かりません。

そのほか小さい問題については、また別途発言したいと思います。

（武本企画評価課長）

尾野村委員の御指摘について、よくわからなかったので教えていただきたいのですが、

０と１が消費で、２が農業で、３と４が農村という対応のようだけれどもこれでいいのだ

ろうか、消費者に軸足を置いた政策からすると、２も消費者に軸足を置いたことを配慮し

、 、た形にしてほしいということであったかと思うのですが 私もそう考えるのですけれども

それはここにどういうことを、どういう整理にするとそうなるとお考えになっているとい

うことでしょうか。

（尾野村委員）

それは今、申しわけないんですけど、アイデアはないのです。ただ、僕も分け方はこう

なるんだろうなと思うんですが、しかし、これだとイメージとして、従来の分類の仕方だ

という印象を与えてしまう、私もそう受け取らざるを得ないな、困ったなというのが心境

で、こうしてほしいというアイデアはまだありません。考えます。

（吉田農林水産政策研究所部長）

難しい話がたくさんなのですけれども、まず、尾野村先生のおっしゃった、危機管理と

か輸入の安定確保等についての対策、政策というのがここに位置づけられるかどうかとい

う問題です。基本的に、あくまで政策担当者ではない人間の発言として聞いていただく必

要があるんですが、セーフガード等の緊急輸入制限については、やはり輸入の安定確保も

しくは需給調整、実際は需給調整なのだろうと思うのです。思想としては、輸入の安定確

保というのは、先ほど説明しましたが、食料の安定供給として、自給率の分母であると。

分母である政策をまとめたものということで、国内生産で足りないものを輸入に依存する

わけで、その輸入が不安定になってはいかけないので、そこを安定的に確保すると、こう

いう精神になりますので、むしろ輸入を止めるような話ですと、需給調整のところで読む

のかなと思います。

それから０番から始めるのは違和感があるということですが、これは私の趣味の問題で

、 、 、 、すから 番号をずらせばいいだけでありますが ただ あえて０という番号を使ったのは

安定供給とはちょっと別だということ。つまり、安定供給というのは単なる量の確保であ

って、安心・安全というのは、量はあるのだけれどもむしろ質が問題である、その質につ

いての政策をここに抜いたという趣旨でございます。その意味では国産についても同じこ

とが言えるわけで、輸入品だけではないということであります。

それから田中委員の御指摘の、ツリーを整理して初めてわかったことが随分あるという

こと。それは確かに私どもも同感でして、今回、成果指標をいろいろ考えて、とれる統計

等を随分チェックした結果、やはり一番大きなところは、特に固定資本等の整備状況の統

計、データがないということです。これがないと政策の効果を対外的に説明するときに非

常に困るだろうなということであります。ここは今回の作業の中でのポイントとしてぜひ

強調しておきたいと思います。これがないと、本来、補助事業でそういう施設をつくって
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いくということを国としてうまく説明できないはずなのですね。過去どれぐらいつくられ

ていて、どれぐらいのものが使われていて、ということがうまく説明できること、これは

絶対必要だろうと思います。

それから安定供給についての項目がこれだけなのかという点は、実は各政策分野の中を

詳細にみていただくと、いわゆる安定供給に絡む部分がこのそれぞれの対策、政策の中に

入っているんですね。それがここに明示的に載ってこないので、本当にこれだけかという

ことだろうと思うんです。これは政策分野のくくり方等の問題で、もう少したくさん出て

。 、 、くる 項目立てとしてこれ以外に何かあるのかなというのは 実は感じてはおるんですが

ここの「食料の安定供給」については、③で需要そのものに対して働きかける政策、④で

国内生産で足りないものについての安定化政策、こういう整理をしたものですから、項目

立てとしては少し少なくなっているということがあります。御指摘等があれば、少し検討

はしてみたいと思います。

（田中委員）

今の点だけに限って言いますと 食料の安定供給という大項目の中で 食育・食生活の、 、「

改善」と「輸入の安定確保」だけが安定なんでしょうかということです。それと、要する

に２番でいう農業の持続的発展というものとの関係がよくわからない形になっているので

す。それをつなぐような項目、中項目か何かがありそうなものだと。

新しい政策を研究所でつくるわけにはいかないから、恐らくこの整理は既存の政策を当

てはめてみたということになると思うのです。本当は、安定供給の名のもとに、安定供給

というのは大きな項目で非常に重要だと思うんですけれども、そうするとここにどういう

政策があるべきかということが出てくるはずなのです。既存の政策との関係、分類が違っ

ているということも含めてです。安定供給ということは非常に重要な項目なので、その項

目の中に、政策としてこの２つだけでしょうかという問いかけです。

（武本企画評価課長）

大木委員からの御指摘の点につきましては、私どもも別に、役所が逃げているという話

ではもちろんないのですが、この「食の安全の確保」と「食の安心の確保」という柱を前

提にして、51の今の政策分野を張りつけていくと何が入るかということなのです。

それと、御指摘の点は、むしろ新しい課題というのでしょうか、リスク分析論に基づい

て、リスクコミュニケーションであるとか、それから、リスク管理のセクションである農

林水産行政のあり方であるとか、そういう整理になってくるかと思います。ですから、そ

れはむしろ政策分野として新しく立てないと、なかなか入りきらないのではないかという

感じがありまして、この政策ツリーをつくっていく過程においては、今の１から51の政策

分野をそのままということにはならなくなり、政策分野そのものの再編も必然的に伴って

くるのだろうと思います。ただし、その作業も同時並行にやると何が何だかわからなくな

りますので、先程申し上げましたように、今の基本法、基本計画を前提にして、51の政策

分野も前提とした上で、しかしながら、世の中が変わってきたこともあり、わかりやすく

するために、政策の体系化という切り口で考えるとどうでしょうかということであります

から、不満足な点というのは当然出てきますので、御指摘は十分念頭に置きながら進めさ
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せていただければと思います。

（高橋座長）

それでは、お手元にメモがいっていると思いますが、守屋委員から。

（守屋委員）

資料２の最後の方の２ページでございます。時間が制約されている中で、思いつき的な

ところがあるんですけれどもお許しいただきまして、目に触れた方が理解しやすいと思っ

て、お手元に資料を配付させていただき、それに基づいて話を進めさせていただきたいと

考えております。

まず「食の安全・安心の確保」ということで、先ほど「食品事故の防止」ということの

御説明がありました。私どもが食品の事故の防止といったときに、では実際にはどういう

ことを考えて、あるいはどういうことをやろうとしているのか、目にみえてこないもので

すから、食品の事故がどのように防止されるのかという結果の方が浮かび上がってこない

のです。

そこで、少し思いつきで書かせていただきましたけれども、生産者と企業者、両方とも

供給者の考え方ですけれども、生産者の品質管理としては農薬の使い方など、企業者の経

営意識の向上としては、鮮度管理などいろいろあろうかと思います。数年前にイクラの問

題で、一回戻ってきた商品を再度出してしまったとか、去年も、金沢の方で返品した牛乳

を再利用してしまったとかいうことがあります。これは利益至上主義のゆえんだろうと思

います。去年の12月にアメリカのエンロンが倒産しましたけれども、これは利益至上主義

と高株価維持政策が行き詰まって不正会計を行い、その後も修復できずに経営破綻をおこ

したわけであります。企業者のモラルの問題とも関連してくるのですけれども、そういう

ものをどのようにこの「食品の事故の防止」という形に結びつけていくのか気にかけてい

るところであります。

もう一つ、右側の方は、したがって、農薬の使い方等、何らかの監視機関を設置しない

と、それはカバーできないのではないかなと考えております。保健所等がやるのかどうか

よくわかりませんけれども。それからやはり消費者の協力が必要ではないかと考えており

ます。

それで、本当はもっと枝が下の方に下がっていくんでしょうけれども、とりあえずはこ

こまでといたしまして、２つ目に「食品の虚偽表示の防止」ということが説明されており

ました。これも、２番目のところは上と同じような問題があろうかと思いまして、それを

空白にしておいて、その下に、生産者、企業者、いわゆる供給者側ですけれども、情報の

開示というと、虚偽表示という不正表示の問題で、生産高の10倍も流通しているものがあ

るということがありますので、やはり供給者側に、どの程度のものを仕入れて、それをど

れだけ生産として出荷したかというような情報の開示というものが、ある一定規模以上の

事業者にとっては必要なのではないかなと思います。

それから内部告発制度。これはアメリカでは大分制度化されておりまして、日本ではな

かなかうまくいっていないようでございますけれども、こういういうものも運営次第では

機能するのではないかと思います。現実には、実際にどのようにしていくかという課題が
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あろうかと思います。

先ほどの供給者側ではなくて監視機能の方でございますけれども、実際にある原材料、

生産高等はこのくらいつくられているんだよということをはっきり公表すれば、供給者側

の方で、嘘、粉飾といいますか、10倍も流通しているということに対する歯どめが効くの

ではないかなと思って書かせていただきました。

、 、「 」それから 担い手の問題などいろいろあろうかと思いますが 就業機会の確保・増大

にはやはり何といっても所得の向上というのが必要だろうと思います。そして、所得の向

上を達成するためには、生産種類の多様化とか生産性の向上というのが必要だろうし、こ

、 。れはソフトの面だとすると ハードの面で就業環境の改善が必要だろうと考えております

就業環境の改善というのは具体的には何か。そこには道路事業とか、上下水道とか、教育

の問題、生産用具の改善等があろうかと思いまして、思いつきであろうと思いますけれど

も、以上書かせていただきました。あまり時間がないのでこのぐらいにさせていただきま

す。

（高橋座長）

特に何かございますか。

それでは、私から若干コメントさせていただきたいと思います。長年、２年間言い続け

、 、てきたツリーがやっとこういう形で具体化するということで 私もほっとしておりますし

事務局の、あるいは政策研究所の吉田部長等の御苦労を多としたいと思います。

ただ、これをみながら感じることは、結局今までの政策分野別の評価は、いろいろな課

が関連する中で、その主務課の責任という形で、分野の担当課を決めていたわけですね。

ところが、このツリーでは、私は、局長が責任をもつべき政策課題だと思います。ＢＳＥ

問題に関する調査検討委員会でも、農林水産省の意思決定機構が必ずしも明確ではないと

いう問題を指摘しているわけです。どこでどう決まったのかというのがわからない。そう

いう意味で、局長がこの面では責任をもつということを明確にするということで５本の柱

が立っているというように私は解釈したいわけです。

まず０番については、これは１にしたいんですが、新たにできる消費安全局が担当する

ところであって 食の安全の確保 のところにトレーサビリティが当然入ってくるだろう、「 」

と思います それから１番の 食料の安定供給 これは総合食料局の主要な課題であろう。 「 」、

と。ただ、２の⑨「需給調整・価格安定」はこの大きな１番に入れるべきではないのかと

思います。それから食品産業の問題も、この１に入れるべきではないかと思います。

（田中委員）

１番というのは今のこの案の１番ですね。

（高橋座長）

今の１です 食料の安定供給 の方です というのは ⑥―２を細かくブレークダウン。「 」 。 、

したものをみると、卸売市場制度の問題ですね。今、卸売市場についての検討会も開催し

ていますが、これは今までは生産者サイドの卸売市場だったわけですが、それだけではだ

めだということが今議論になってます。まさに、そういうことから考えますと総合食料局
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の主要な課題になる。

ただ、そこに分類したとしても、食品産業と農業との連携という問題が非常に大きくか

かわってきますので、現在の２番の農業の持続的発展とのかかわりが出てくるだろうと思

います。したがって、農業の持続的発展は経営局の主務事項だろうと。それから３番、４

番、これは農村振興局の管轄のものであろう。もちろん、自然循環については食品産業と

、 、の関係 あるいは消費者の食べ残しの問題などもありますので多少はかかわってきますが

主要な課題はここに入るだろう。

そうなりますと、生産局が入ってこないのです。私は生産局というのは裏方だろうと思

っております。消費安全局、総合食料局、経営局、それから農村振興局は、具体的な主体

がイメージとしてわくわけですね。生産局は、経営局の主体が展開するものであるという

ことで、むしろ経営局のバックにある、あるいは総合食料局の「食料の安定供給」のとこ

ろへ移した 需給調整・価格安定 これのバックに生産局が位置づくというような形で整「 」、

理できないかと考えるわけです。

いずれにしましても、こういう議論ができるようになったということは非常にこの評価

会としても前進したということで、高く評価させていただきたいと思います。

（吉田農林水産政策研究所部長）

先生の御指摘の中で、一番大きい部分として、食品産業の扱いの問題ということがあり

まして、確かに基本法でも安定供給の中に入っているんですが、食品産業というのは単に

輸入品をもってきて国内に供給しているだけではなくて、輸入品を使って国内で生産して

国内の付加価値を生み出すということで、農業生産も同じように、国内で生産して付加価

値を生み出す。そういう意味で、自給率の分子に来るべきであるということでこういう整

。 、 、 。理をしました ただ 若干並びが悪いという御指摘もあり そこは私も自覚しております

それからもう一つ 需給調整・価格安定 は安定供給の中ではないかと 多分 田中先、「 」 。 、

生が先程おっしゃったような内容でもあろうかと思うのですけれども、実態として、個別

の需給調整政策の中にはセーフガード等の輸入を少しコントロールするというような思想

のものもあるので、安定供給の中に入れた方がいいのかもしれません。それは考え方の問

題かと思います。確かに、安定供給はこれだけで少し寂しいという感じもあるんですが、

我々としてはそこは考えた上で今回こういう整理をしておりまして、個別の政策分野の張

りつけのところにも、需給調整として様々な品目別の政策が並んでおりまして、このうち

のかなりの部分は安定供給に近い部分もあろうかということは自覚はしております。

先生方の御指摘を踏まえて、少し先々のことを検討させていただきたいと思っておりま

す。

（高橋座長）

ありがとうございました。

（尾野村委員）

今の高橋先生の意見に関連して、ツリーを作成するときに、やはり政策の責任というこ

とを考えますと、今の農林水産省の組織にのっとったツリー、要するに、各局別の大きな
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目標、各局が抱える政策目標というものを大目標に置いたツリーの形とこの試案と、決定

的にこっちがいいという理由がいま一つわからないのです。スタートですから、これで10

0点をもらえるというものではなく だんだんよくなっていくのであろうし ツリーをスタ、 、

、 、 、ートするという意味がとても大切で それはいいことだと思うのですが そうだとしたら

今の組織にのっとった形のツリーをつくるのと比べてこの試案のどこが決定的にいいとい

うふうに考えていらっしゃるのか、そこのところを少し確認したいです。

（吉田農林水産政策研究所部長）

組織を前提にはつくっておりません。要するに、もともとは大目標、最終成果指標とし

ての自給率というのが唯一あると。自給率は分子と分母があるわけですから、分子と分母

に分けました。そこに乗らない部分を安心・安全の部分だとか、農村振興だとか、多面的

機能として分離しました。いわば最終成果指標から演繹的に分解していったつもりなので

す。その意味では既存の組織にとらわれないでつくったということでありまして、こちら

がいいかどうかということは我々が主張すべき問題ではないと思いますが、そういう考え

方を御承知おきいただきたいと思います。

（尾野村委員）

確認なんですが、このツリーをつくった考え方というのはわかったのですが、要するに

今の組織というのは、自給率の向上という基本計画の大目標からの役割分担、分類をした

ときには、ちょっと担えないところがあるという認識があってのことなんでしょうか。

（田中委員）

関連してですが、農水省の今の組織のありようも、基本法をはじめ近年の基本的な政策

にのっとって組織がえされたと思うのです。本日議論になっているこの政策ツリーと全く

無関係ではない。しかしながら、ひるがえって政策ツリーというものから演繹的に物事を

、 。考えた場合に 確かに今の組織のままでいいかどうかというのは改めて議論の対象になる

本当に省内で評価されるツリーができれば、それは組織も予算も再編成されてしかるべき

だし、そういうものになるはずであると私は理解しております。だから、そういうツリー

を、我々はじめ省自体が前向きに考えていただくことが今一番重要なことであると私は位

置づけておりますが、いかがでしょうか。

（武本企画評価課長）

先ほど来申し上げてますように、政策ツリーというか、政策の体系化をするに当たって

幾つかの前提がある中で、この体系化というのがどれほど有益な、あるいは効果的な道具

になっていくかということについてのコンセンサスをまず得ていく必要があるんだろうと

いうのが問題意識です。御指摘もいろいろあったわけでありますから。

そのときに、要するに連立方程式を解くよりは一次方程式を解くのが一番わかりやすい

、 、ということで 他の状況も全部固定しておいた上で１カ所だけ変えていくというやり方が

比較するときによくわかるだろうということだったのです。今の基本計画も、もともと別

に組織に立脚した意識でつくっているわけではなく、その時点においてはこうではないか



- 23 -

、 、という一定の政策判断でつくったものですが それを前提にして政策評価を行ったところ

非常にやりにくいという御批判もあったわけです。そうすると、では政策ツリーというも

ので、そこの部分だけ変えていったらどうなるかということを政策研にお願いし、政策研

の立場でまとめてきたものであります。

その上で、組織との関係というのは、実際につくる過程においては、全く今の組織を無

視してつくるということもないと思いますが、かといって、田中委員がおっしゃったよう

に、初めに組織ありきでもないのだろうと思うのです。ですから、当然、実際に農林水産

省としての政策体系のようなものをつくっていくときには、組織、要するに事務を分掌し

ている組織について、その点は十分念頭に置きながらつくっていくことになるのではない

かと思います。

（高橋座長）

それでは、まだその他の議題もございますので、前に進めさせていただきたいと思いま

す。ただいまの意見は、恐らくもう少し練った上で、あるいは全省的な討議を経た上で固

めていくものだろうと思います。

さて、それでは資料３の、このツリーの今後の取り扱いについて、事務局より説明いた

だきたいと思います。

（大臣官房企画評価課牧元調査官）

資料３をご参照いただきたいと思います。

前回、今回と非常に熱心に御議論いただきまして、各論にはいろいろ御意見はあるとこ

ろでございますけれども、政策ツリーの構築を推進すべき等々につきましては共通の御意

見があったと思うところでございます。これらの議論を踏まえまして、それでは具体的に

どう今後に生かしていくのかということについてでございます。

まず、第１点目といたしまして、直接的に政策評価、とりわけ実績評価の中に今般の議

、 、 、論を何らかの形で生かしていきたいと考えておりまして 現在 実績評価につきましては

毎年度毎年度、政策評価の実施計画というものをつくっておりまして、現在の14年度の実

施計画には51の分野が羅列されているわけでございますけれども、この実施計画を改定い

たしまして15年度の実施計画をつくる際には、この大目標、中目標を設定いたしまして、

政策分野を整理するということを検討させていただきたいと思っているところでございま

す。

それから、さまざまな御議論がございまして、特に食料・農業・農村基本計画に関する

御意見もあったところでございますけれども、食料・農業・農村基本計画に関する課題に

つきましては、次期基本計画の策定の過程におきまして検討させていただきたいと考えて

いるところでございます。以上でございます。

（高橋座長）

確認しますが、先ほど課長が発言された51の政策分野についても、この中目標、大目標

との関連で検討していく必要があるというようなことについては15年度ということになり

ますね。14年度は当面これでいくと。
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（武本企画評価課長）

はい。より正確には15年度以降ということになります。

（高橋座長）

、 。当然 その過程では水産と林業についてもツリーを考えていくということになりますね

（武本企画評価課長）

はい。まず農業の分野をみて、林野、水産もやっていこうと。

（高橋座長）

このことについて何かありますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、前回及び今回の政策評価会の議論については、14年度政策評価等に反映され

るということでありますが、特に本日の資料１に整理されている政策ツリーの構築を推進

することについて それから資料２ 成果指標設定と問題点の再整理 に整理されており、 、「 」

ます指標設定の考え方等については、政策評価委員の間ではおおむね意見の一致をみたと

ころと考えていいかどうかということについて、お諮りしたいと思います。

前はあまりこういうふうに諮るということはなくしたはずだったんですけど、今までの

発言からすればおおむね方向が出ていると思います ただ 資料２の３ページの 毎年度。 、 、「

評価は行わず」というようなこと、これは状況によってはあり得るということの問題提起

があったということですね。

（田中委員）

資料２については、詳細はいろいろまだ議論すべき点があると思うんですが、今日は大

ざっぱな議論だけだったと思うんですね。今、座長がいみじくもおっしゃった毎年度の評

価は、これも一つの考え方ですけれども、私は評価しないとしても、データだけは開示を

毎年すべきだと思うんですね。細かい点でいえばそういう問題とか、いろいろ資料２につ

いてはあると思うのです。

（武本企画評価課長）

少し補足説明させていただきますと、確かに、今この資料を見るとそのように読まれて

しまうなと思ったのですが、ここで書いたのは、成果指標を設定した政策評価についてで

す。成果指標、アウトカム指標の評価というのは毎年度やるべきかどうかということで、

、 。まず第一には成果指標とアウトプット指標との関係で 原則は成果指標をつくりなさいと

、 。成果指標がつくれないものはあり得るでしょう 定量的にできないものもあるでしょうと

それはサブ指標をつくりなさいと。そのサブ指標と成果指標との間はロジックモデルでつ

なぎなさいということで、まず、成果指標はそういう意味で何らかの形でつくりなさいと

いう大原則をつくります。その上で、評価の段階になったときに、いろいろデータの制約

等があって、必ずしも成果、アウトカムベースでは評価しきれない分野もないわけではな

いですということを最初の３行で言っていて、そういう場合でも、５年ぐらいたてばわか
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るようになるのではないでしょうか、ただしその場合でも、毎年度の評価というのはアウ

トプット指標で行いなさいということです。

ですから、評価は何らかの形で行うのですけれども、アウトカム指標での評価を毎年行

っても、データがなくて前年と同じようなことでは意味がない。だから、意味がある形で

行わなくてはいけないので、それはアウトプット指標の方で毎年やりなさいというつもり

で書いたものです。そこら辺、そうは読めないということの御指摘かなと思いますので、

少し文章を工夫した方がいいのかもしれません。

（高橋座長）

よろしゅうございますか。

それでは、また14年度評価のための評価会がスタートした段階で再度議論になると思い

ますので、そのような形で、大筋としては、今の意見を踏まえて次の政策評価に反映させ

ていただきたいと思います。

それでは、時間が大分たちましたが、議題の「その他」で、無登録農薬に関して、前回

の評価会でも説明がありましたが、その後の経過も含めて追加説明をいただきたいと思い

ます。生産局の川口生産振興推進室長から御説明いただきます。

（川口生産振興推進室長）

それでは、お手元の資料で御説明したいと思います。

農薬取締法の一部を改正する法律案 について でございます 前回 無登録農薬問「『 』 」 。 、

題の発端ですとか経緯について担当課の方から説明いたしましたけれども、それに引き続

いた形で、主に無登録農薬の規制についての改正の法案を臨時国会で出しております。本

日ちょうど、衆議院の農林水産委員会で午前、午後と審議をしているという状況になって

ございます。

改正の背景でございますが、これは御承知のように、７月末に山形県で２業者が逮捕さ

れたということが大きく報道されております。その後、農水省の方でも、県と連携をして

調査に入りましたところ 現在まで44都道府県で250の業者が農家に販売しているという状、

況でございます。主な農薬は、当初、プリクトラン、ダイホルタンという殺菌剤等の殺ダ

ニ剤が出たのですが、それ以外含めて、トータル10種類の農薬が販売されていたというこ

とがわかってございます。

こういう状況で、国産農産物の信頼を著しく損なったという状況でございまして、無登

録農薬についての規制の欠陥というのが浮き彫りになったものですから、これについて取

り急ぎ、農薬取締法の改正をしているという状況でございます。

内容は大きく３点ございまして、１点目は水際での監視を、輸入の方の監視をするとい

。 。 、う点 それから使用の方を法的に禁止するというのが第２点目 それから３点目としては

違法な販売が行われないような罰則の強化という状況になっております。

具体的な改正内容は５つございますので、順次御説明いたします。最初の１点目が「無

登録農薬の製造及び輸入の禁止」ということで、現在の法律では販売の方を禁止しており

ますが、さかのぼって製造、輸入、こういったところを禁止することによって、こういう

無登録農薬が出回らないような形にするということです。あわせて税関の方で、登録を受
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けているかどうかという輸入品の確認などをお願いすることとしておりますし、ほかに輸

入関税の品目番号等を新設しまして、チェックを効率的にするというようなことを今検討

しております。

それから「輸入代行業者による広告の制限」ということで、この無登録農薬の販売が現

在インターネットを経由した形で宣伝されて販売されていたという実態もございますの

で、輸入者に加えて、その輸入の仲立ち、媒介を行う代行業者、こういったところについ

ても広告の制限をするということを法案の方に予定しております。

、 、「 」 。 、次に ３番目としまして 無登録農薬の使用の規制 を創設しております 現行ですと

作物残留性とか土壌残留性とか、そういった農薬の使用の規制はしておりますけれども、

無登録農薬につきましては、これを防除に用いることを法的に禁止するということで考え

ております。

それから４番目が「農薬の使用基準の設定」ということで、農林水産省と環境省と合わ

せた形で使用者が遵守すべき農薬の使用の基準、こういったものを食用作物などに対して

、 。つくりまして これに違反して農薬を使用してはならないということを考えてございます

それから、これにあわせて、それを担保するための措置ということで、５番目の「法律

違反の際の罰則強化」ということでございます。同じ生産資材である飼料の方とも比較し

まして、罰則があるにもかかわらず、無登録農薬の販売が起こっていたという実態も踏ま

えまして、飼料安全法と同じようなレベルまで引き上げるという状況にございます。内容

としましては、括弧内に書いてございますように、現行、改正後と、それぞれ罰則の強化

を予定しております。

次に、今まで説明したものの措置をしている状況でございます。左側が現在の農薬取締

法の規制の状況でございますが、右側の方が改正後ということで、二重線で囲ったところ

が今回の改正の法律で措置することとしている内容でございます。内容は先ほど御説明し

た中身でございますので、ごらんいただければと思います。

それから最後のページでございますが、今回の法律改正は臨時国会で無登録農薬の関係

を重点的にやっているということで、まだ他にも食の安全のための環境の整備ということ

で、中段にありますように、食品安全基本法がこれから次期通常国会へ向けてトータルで

出されていくわけでございますので、その中で他の関係法の整備についてもやっていきた

いということで、下の枠のところにありますように、農薬関係でも１から５までございま

す。

１番は生産資材の使用の厳格化ということで、農薬取締法については無登録農薬の使用

の規制がございますし、３番は特に食品衛生法の残留基準等との関係の整備というのも必

。 、 、要になってきます それから５番目の食品安全委員会との関係 安全性のリスク評価分析

こういったものをどうするか、今詰めているところなものですから、詰まり次第、次期通

常国会でまた追加して改正していくという状況になっております。

加えまして１点、こういうことで農薬の使用規制が非常に厳しくなるといいますか、罰

則もかかるということでございますが、一方で農薬の登録の促進を図らないと、現実に農

家の方々、営農されているときにかなりの支障が出ることで、前回も、森本委員から御指

摘もございました。特に大きな作物といいますか、米麦は問題ないのでしょうけれども、

いわゆる地域の特産的な作物などは、やはりメーカーが登録をとるということですけれど
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も、メーカーにとって収益性が少ないとどうしても登録に消極的になりがちということも

ございますので、これについては今月中を目途に、県の方に対して、どのような農薬の登

録がどのような作物について必要なのかという調査をかけていまして、それを持ち寄った

形で、あと登録の方も、例えばアブラナ科野菜でも、チンゲンサイとか、ほかにもシロナ

だとか、そういう同じ種類の作物はある程度、残留農薬の分析のデータ的に整合性がとれ

る、同じグループにできるものであればグルーピング化して、例えばコマツナ、チンゲン

サイにデータがあるのであれば、それをシロナなど他の類似の作物の方にも分析データが

適用できるようにするなど、そういうグルーピングした形で登録の促進、データの整備を

図って、いわゆる地域特産的なマイナーな作物にも登録がとりやすくするようなことを現

在急ぎ検討しているところでございます。簡単ですけれども、以上でございます。

（高橋座長）

何か御質問ございますか。

（田中委員）

いつも事件が起こらないとやられないという体質を改めて痛感しました。こんなことは

前からわかっていたことだと思うんですが。またそのこととあわせて、逆にまた悪乗りさ

れているところはないのかと思います。というのは、農薬取締法の手続を十分知らないも

ので、教えてもらいたいのですが、今お話もあったと思うんですが、無登録農薬の製造及

び輸入を禁止すると。そうすると、製造しないと登録できないと思うのですが、製造する

前に登録するのですか。あるいは輸入でも、日本にはない、しかし外国では有効に使われ

ているというものを輸入する際に、登録がなければだめだということになると、輸入自体

が禁止されるということになりますか。何かあらかじめ、輸入ではない形で持ち込んで登

録するということになるのですか。

（川口生産振興推進室長）

試験研究用など、そういう目的のために輸入する場合には別途措置ができるようになっ

ています。

（田中委員）

その段階で登録できますか。試験用の輸入、研究用の輸入など。

（川口生産振興推進室長）

試験用のときには例外ということで輸入はできることになっております。

（田中委員）

輸入できますね。その段階で、またすぐ登録手続ができますか。

（川口生産振興推進室長）

その手続のときには毒性のデータなど一定の試験成績を出してもらって、それで登録と
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いう手続になります。

（高橋座長）

私からも１つ。登録農薬で、登録する義務について、なかなか業者任せではだめだとい

うお話がございました。もう一つ問題は、厚生労働省の残留農薬基準がすべての登録農薬

にはないと聞いております。設定が同時に行われていない。この辺の問題は今度の法改正

をきっかけに何か善処されるんでしょうか。

（川口生産振興推進室長）

現在は、残留基準があれば、それを使って農薬登録等はされていますし、ないものは、

別途環境省の方で、厚生労働省に依頼して、登録を保留するための基準というのを、残留

、 。基準と似たようなシステムで ＡＤＩなどを使って設定しているということでございます

ただ、食品衛生法の残留基準ではございませんので、規制とかそういうことではない。

単に登録を保留するか登録するかどうかの判断基準ということでつくっているということ

で、これはかなり問題になってございますので、次期の通常国会に向けて、厚生労働省等

が今検討しているようでございますけれども、農薬の登録と同時の形で残留基準が設定さ

れるような方向で検討するということで聞いてございます。

（田中委員）

先程聞いたことと裏腹になると思いますが、今のやり方というのは無登録農薬の販売の

禁止ですね。これまで法律改正せず、販売の禁止で十分チェックできるとしていた論理は

どういう論理だったのでしょうか。というのは、不十分であったら、当然とっくに改正さ

れているべきなのです。それを現状でずっときたということはどういう論理だったのか。

こういう法律は農水省の所管でもたくさんあると思うのです。そもそも、いちど法律をつ

くれば、何か事件が起こらないと改正しないという態度がおかしい。だから、これまでよ

かったのなら、今は何が悪いんですかということ、これまでのよいという論理はどういう

ことだったのかということを聞きたいのです。

（川口生産振興推進室長）

これまでの農薬取締法ですと、農薬というのは主に化学物質でございますので、それを

製造して販売する者の多くは手続をとっておりますので、その販売のところで首根っこを

締めてやればいいという状況であったんですけれども、最近こういう問題が起きてきたの

は、インターネットなどで輸入の媒介をやる人が出てきた、また個人輸入のようなこと、

以前は化粧品やバッグなどが多かったのですが、そういう形での輸入が数年前から出てき

ているというのが実態で、それがだんだん大きくなってきたということです。そして今回

こういう事態になり、事件まで発生したという状況でございますので、10年も20年も前か

ら問題が内在していたという感じでは私どもはないと思っております。

（高橋座長）

いろいろあろうかと思いますが、また後ほど個別にお願いしたいと思います。
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３．今後の進め方等について

（高橋座長）

さて、それでは今後の評価スケジュールについて、事務局から説明いただきたいと思い

ます。

（企画評価課牧元調査官）

今年の２月以降、政策評価会におかれましては、11回にわたりまして熱心な御議論をい

ただいたところでございます。本評価会につきましては、今回で本年は最後ということで

考えているところでございます。

なお、評価会委員につきましては、毎年２月に改選を行っているということもございま

すので、次回の評価会につきましては、委員改選後の来年３月を目途に考えているところ

でございます。

（高橋座長）

ありがとうございました。

それでは、本日の議事は以上でございますが、今説明がありましたように、本日の政策

評価会が本年度最後の評価会になります。来年の２月には委員の改選が予定されています

ので、現メンバーでの最後の評価会になるという見込みでございます。

そこで、ここで各委員から一言ずつコメントをいただきたいというメモがありますけれ

ども、時間の制約もありますので、委員の皆さん、特によろしいですか。

ということで、それぞれ思いはあろうと思います。ただ、最後にこういう形でツリーが

形を整え出したということはそれなりの成果があって、今後が期待されるものではないか

と考えます。代表して、そういうことでコメントとさせていただきたいと思います。

なお、本日提出されました資料は、農林水産省ホームページにより直ちに公表されるこ

とになります。また本日の会議の議事録につきましては、これまでの扱いと同様に、委員

の皆さんの確認をいただいた上で、発言者の名前を入れて公表することにしたいと思いま

す。

それでは、全体を通じて何か御質問、御意見ございませんでしょうか。最後ということ

でございますので、多少の時間のオーバーをお許しいただきたいと思います。

（守屋委員）

何度も申し上げているんですが、政策評価の生産物として評価結果の公表資料があるの

ですけれども、あれはやはり専門家向けでして、一般の人が読みきれるものではないと思

います。社会からいろんな意見をいただいても、ほとんど専門職の人からですから、これ

だけ相当な人件費をかけてつくった冊子について、薄いものも含めてですけれども、一般

の人がもっと読みやすいものを概要版という形でお作りいただくことを御検討いただきた

いと思います。そうしないと、我々がやっている政策評価が本当に一般の人に効果があっ

たかということが問題になりますし、また、実際には政策評価会自体の自己評価をしなく

てはいけないのではないかなとも思っておりますので、その点につき、御配慮いただきた
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いと願っております。

（高橋座長）

ほかに何か御意見ございますか。よろしいですか （各委員異議なし）。

それでは、本日の会議はこれをもちまして閉会としたいと思います。どうもありがとう

ございました。

以上


